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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月17日(2014.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
さらに、打撃された打面以外の打面のうち、発音されなかった打面については、トリガ信
号が生じていないから発音されなかったのか、トリガ信号が生じたがクロストークキャン
セルされたから発音されなかったのかについては把握する術がない。そのため、図１０の
画面に表示されている設定値２００ｂが、クロストークキャンセルが過剰に実行される値
である可能性もある。設定値２００ｂとして、クロストークキャンセルが過剰に実行され
る値が設定されている場合には、複数の打面を同時打ちしたときに、最初の打撃以外の打
撃が、クロストークキャンセルの対象とされて発音されなくなる不具合が生じる可能性が
ある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
エリア１３ａ４には、各ジャック番号に対応付けられた打撃フラグが設けられる。打撃フ
ラグは、対応するジャック番号のジャックを介して入力されたトリガ信号に対する打撃判
定の結果を示すフラグである。具体的に、打撃フラグに１が設定されている場合、ＣＰＵ
１１が、対応するジャックを介して入力されたトリガ信号を打撃によるものであると判定
したことを示す。図３（ａ）に示す例では、ジャック番号４に接続されているパッド５２
から入力されたトリガ信号に対し、ＣＰＵ１１が打撃によるものであると判定したことを
示す。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
図４に示す例では、Ｔ３（パッド名６１ａ）に対する棒グラフ６１ｃ２では、各ブロック
が白抜きのブロックとして表示されており、パッド５３から入力されたトリガ信号に対し
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てクロストークキャンセルが実行され、発音されなかったことを示す。一方、Ｔ１，Ｔ２
，Ｔ４（パッド名６１ａ）に対する各棒グラフ６１ｃ２では、各ブロックが塗り潰しのブ
ロックとして表示されており、パッド５１，５２，５４から入力されたトリガ信号に対し
て発音されたことを示す。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
マーク６１ｃ３は、他パッドから受けたクロストークにより発音されたパッドであると判
定されたパッドに対して表示されるマークである。つまり、マーク６１ｃ３が表示された
パッドは、他パッドから受けたクロストークにより発音されたと判定されたパッドである
ことを示す。より具体的には、マーク６１ｃ３は、表示用情報エリア１３ａのエリア１３
ａ６に記憶されているクロストークフラグに１が設定されているパッドに対して表示され
る。図４に示す例では、Ｔ１，Ｔ４（パッド名６１ａ）に対し、マーク６１ｃ３として、
塗り潰しの三角形（▲）が表示されている。よって、パッド５１，５４が、他パッドから
受けたクロストークにより発音されたと判定されたパッドであることを示す。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
一方、Ｔ３（パッド名６１ａ）のように、クロストーク量６１ｃが表示されているが、棒
グラフ６１ｃ２が白抜きのブロックにより表示されている（即ち、発音されていない）パ
ッドは、クロストークキャンセルが実行されたパッドであることを示す。このように、本
実施形態の発音制御装置１００は、他パッドからクロストークを受けたパッドについて、
クロストークキャンセルが実行されたか否かと、発音されたか否かとに応じて表示態様を
変化させているので、ユーザは、クロストークモニタ画面６１の目視により、クロストー
クキャンセルの成否を容易に把握できる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
ＦＯＣＵＳボタン６１ｄは、ＦＯＣＵＳ機能を呼び出すためのボタンである。ＦＯＣＵＳ
機能は、クロストークキャンセル設定値に合わせるカーソルＣｕを、マーク６１ｃ３が表
示されたパッド（即ち、他パッドから受けたクロストークにより発音されたパッド）に限
って移動させる機能である。つまり、図４に示す例では、ＦＯＣＵＳ機能を呼び出す毎に
、カーソルＣｕが、マーク６１ｃ３が表示されているＴ１，Ｔ４（パッド名６１ａ）に対
応するクロストークキャンセル設定値に対して交互に移動される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９０】
一方、ＦＯＣＵＳ機能が呼び出されたとＣＰＵ１１が判定した場合（Ｓ８０３：Ｙｅｓ）
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、ＣＰＵ１１は、他パッドから受けたクロストークにより発音されたパッド（即ち、マー
ク６１ｃ３が表示されているパッド）のうち、現在位置から向かって右方向に直近のパッ
ドにカーソルＣｕを移動させる（Ｓ８０９）。Ｓ８０９において、カーソルＣｕが、マー
ク６１ｃ３が表示されているパッドのうち、向かって最も右側のパッドに合っている状態
で、ＦＯＣＵＳ機能が呼び出された場合には、カーソルＣｕを、マーク６１ｃ３が表示さ
れているパッドのうち、向かって最も左側のパッドへ移動させる。例えば、図４に示した
クロストークモニタ画面６１の表示状態において、ＦＯＣＵＳ機能が呼び出された場合に
は、カーソルＣｕは、Ｔ４（パッド５４）に対応するクロストークキャンセル設定値のと
ころへ移動する。なお、マーク６１ｃ３が表示されているパッドが存在しない場合には、
ＦＯＣＵＳ機能が呼び出されても、カーソルＣｕの移動は行わないものとする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
また、上記実施形態では、クロストーク量算出用エンベロープ７１及びクロストークキャ
ンセル用エンベロープ７２として、パッドの振動状況を模した仮想的なエンベロープを用
いる構成としたが、パッドにおける実際の振動の包絡線を、クロストーク量算出用エンベ
ロープ７１及びクロストークキャンセル用エンベロープ７２として用いてもよい。
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